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１．本事業における赤土流出防止計画の概要及び水の濁り（陸域）に係る予測結果 

(1) 対象工事 

・護岸の工事 ：工事用仮設道路の工事 

・埋立ての工事：埋立土砂発生区域における土砂の採取 

工事用仮設道路の工事 

美謝川の切替え工事 

埋立区域②における埋立材の仮置き 

 

 

図-1.1 赤土流出防止計画を行う箇所 

 

(2) 対策 

・土工事中は法面等への種子吹付け、締固め、植生工、砕石舗装、浸食防止剤散布等などの発生

源対策及び切回し水路、土砂流出防止策などの流出防止対策を行い、裸地面で発生する濁水は

調整池に貯留し、凝集沈殿方式の濁水処理プラントで SS25mg/L 以下に処理を行った後に放流 

 

 

(3) 今回の計画変更における赤土流出防止計画図に係る変更点（図-1.2～図-1.4） 

・埋立土砂発生区域の範囲変更 

・工事用仮設道路の一部取止め 

・埋立区域②における埋立材の仮置き 

【変更前】 

 
 

【変更後】 

 
 

図-1.2 赤土等流出防止計画図（埋立土砂発生区域） 
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【変更前】 

 
 

【変更後】

 

 

図-1.3 赤土等流出防止計画図（工事用仮設道路） 

 

 

図-1.4 赤土等流出防止計画図（埋立区域②における埋立材の仮置き） 

 

表-1.1 土砂による水の濁り（陸域）に係る予測結果 

予測項目 変更前 変更後 

施工区域から

放流される濁

水の SS 濃度 

・施工区域から流出する濁水の SS濃度は、濁水処理

過程を経て 25mg/L 程度まで低減されると予測。赤

土等流出防止条例に定める排水基準(SS200mg/L 

以下)を満足していることから、環境保全の基準又

は目標との整合は十分に図られるものと評価。 

・濁水処理過程を経て 25mg/L 程度

まで低減されることから、施工区

域から流出する濁水の SS 濃度は

の予測結果・評価は変更前と変わ

らない。 

放流先河川に

おける水の濁

りの程度(SS

濃度) 

・濁水処理プラントを経た処理水の放流先河川での

SS 混合濃度は、水質汚濁に係る環境基準の「河川」

における AA～B 類型値を満足し、SS25mg/L 以下と

予測。沖縄県が実施する赤土等流出防止及び環境

保全の基準又は目標との整合性は図られるものと

評価。 

・放流先河川での SS 濃度は 25mg/L

以下であり、放流先河川における

水の濁りの程度の予測結果・評価

は変更前と変わらない。 

放流先河川の

赤土等の堆積

の状況 

・処理水に含まれる赤土等の SS 分は静置下におい

ても容易には沈降しないと考えられ、また、放流先

河川の流水は勾配を伴って流下していることを考

慮すると、処理水が各放流先で流水と混合した場

合でも、処理水中の赤土等の SS 分は沈降しない

まま流下し、放流先河川で堆積しないと予測。周辺

環境への影響は低いと評価。 

・変更前と同様に、放流先河川で堆

積しないことから、放流先河川の

赤土等の堆積の状況の予測結果・

評価は変更前と変わらない。 

 



２．主要資材及び追加となる資材

材料の種別 ： 埋立材
輸送経路 ： 海上及び陸上輸送
調達先 ： 沖縄県内でも調達可能
県内調達可能量： 約 490万m3/年（※）

年間最大必要量： 約 440万m3/年（7年次）

※沖縄県内の調達可能量（このほか県外からの調達可能量は、約1,200万m3/年）

１）岩ズリ

・変更後の計画における岩ズリの必要量は十分調達可能（沖縄県内でも調達可能）

埋立材調達にあたっては、従前と同様、以下の点に留意する。

〇埋立材の調達については、供給元において土砂採取により環境へ著しい影響を与えないとの基本的
な考えのもと、砕石生産に伴い発生する岩ズリ （購入土砂）を主として使用する計画。

〇ダム堆積土砂や浚渫土を含む建設残土、リサイクル材等については、今後、これらの発生状況を踏
まえ、受入れを検討。

〇外来種対策については、埋立土砂の供給元等の詳細を決定する段階で、生態系に対する影響を及
ぼさない材料を選定する等により環境保全に配慮。

・供給元における調査、土砂導入後のモニタリング、外来種として影響が及ぼされる場合の駆除等を実施。
・生態系への影響検討は、専門家の助言を得ながら実施。

・埋立材調達による環境への影響

・陸上施工の地盤改良工（ペーパードレーン工法）において用いる材料
・「生分解性プラスチックドレーン材」を想定（沖縄県内においても施工実績あり）

材料の種別： 地盤改良材
輸送経路 ： 陸上輸送（県外から沖縄本島の港まで海上輸送）
調達先 ： 沖縄県外を想定
調達可能量： 月当り調達可能量：約 100万m/月
最大必要量： 最大必要量：約 50万m
沖縄県内での施工実績：中城港湾（泡瀬地区）臨港道路地盤改良整備工事（H30-1）等

１）ペーパードレーン材

○天然繊維、植物由来の生分解性の素材を使用するため、構成材料は分解され残存物はなく、周
辺環境への影響は想定されない。【参考資料１を参照】

・環境への影響

（２）追加となる資材

変更後の計画における主要資材の必要量と、調達可能量を以下に示す。（調達可能量はアンケート調

査結果）

〇本事業における海砂の必要量（月最大、年最大）は、那覇空港滑走路増設事業における海砂の使用実
績を下回っている。

本事業 ：月最大156,747m3、年最大1,267,636m3

那覇空港滑走路増設事業：月最大201,083m3、年最大1,427,239m3

○沖縄県内の採取業者から購入する場合には、沖縄県海砂利採取要綱が定める採取面積や掘削深度
を遵守しているかの確認を行うこととする。

材料の種別 ： 地盤改良材（敷砂・砂杭）、護岸（中詰材）
輸送経路 ： 海上輸送
調達先 ： 沖縄県内でも調達可能
県内調達可能量： 約 560万m3/年（※）

（140万m3/年：那覇空港滑走路増設事業による最大使用実績）

年間最大必要量： 約 130万m3/年

※沖縄県内の調達可能量（このほか県外からの調達可能量は、約10万m3/年）

２）購入砂（海砂）

・海砂調達による環境への影響

・変更後の計画における海砂の必要量は十分調達可能（沖縄県内でも調達可能）

変更後の計画において追加となる資材を以下に示す。

材料種別： 軽量盛土材
輸送経路： 下記の①：海上輸送を想定、②：陸上輸送を想定
調達先 ： ①建設発生土：沖縄県内を想定

②固化材（高炉セメントＢ種、起泡剤）：県外を想定
調達総量： ①建設残土：約 6.7万m3 

②固化材（高炉セメントＢ種: 約 1万m3 、起泡剤: 約 130m3 ）
沖縄県内での施工実績：渡久地港（本港地区）物揚場工事、伊江港岸壁(-5.5m）改修工事 等

２）軽量盛土材

○SGM軽量土は、SGM軽量土工法協会提供の施工実績によれば、平成30年3月時点で92件。このう
ち沖縄県内は3件（県発注2件、国発注1件）。本工法は、施工実績が豊富な上、環境への影響
が問題となった事例はない。

・環境への影響

・一部の護岸の背後（埋立地側）で用いる軽量な地盤材料
・SGM軽量盛土を想定（沖縄県内においても施工実績あり）
・原料土は県内の建設発生土を用い、固化材(高炉セメントＢ種)及び起泡材(界面活性剤)と混合
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（１）主要資材



【参考資料１：ペーパードレーン材（ジオドレーン工法 パンフレット、ジオドレーン協会）
p4,5より抜粋】
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